
電子入札案件工事（委託業務）内容補足説明書

件  名 谷山第三地区４号水路整備工事（その１４）           

［補足説明事項］

  入札、指名通知書等について不明な点があれば、上記の契約担当に電話等で照会してください。

設計内容等の質問につきましては、公告文に記載のある期日までに上記、契約担当にて書面に

より受け付けます。

  次の項目については、該当する場合は ✓ 印で表示してありますので、確認してください。

☑ この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた

工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があ

ることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札

すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に

発注者と協議を行うこと。

□ この工事等の履行に当たっては、個人情報保護に関する法律に規定する個人情報を取り

扱うこととなるので、契約締結に当たっては取扱責任者を定め、契約の履行においては法

を遵守すること。

［その他］
１．契約後は速やかに工事着手すること。

２．本工事は、区画整理事業関連の工事と隣接することから、当該工事と連携を取り施工すること。

３．水路内部で作業を行う場合は、常に酸素等の濃度を測定するとともに、酸素欠乏症等防止規則を遵守すること。

４．地域の安全かつ円滑な交通を図るために、交通誘導員による歩行者及び車両の誘導を行い、工事現場内と沿線の

保全に努めること。また、関係機関との協議調整を十分に図ること。

５．建設副産物については、再生資源の活用を行うものとする。

６．契約後の「建設リサイクル法関係書類」記載事項と施工計画書の内容は同じであること。

なお、「建設リサイクル法関係書類」に記載されている内容と異なる施工となる場合、契約変更を伴うこと

から、記載にあたっては十分留意すること。

７．施工前に土質確認を行い、現場発生土が埋戻土として使用できない場合は、監督員と協議すること。

８．鋼矢板圧入前には現場状況を考慮したうえで、必要矢板長のチェックを行うこと。また、引抜き後は地盤が下が

らないよう十分に対策を講じて作業すること。

［積算に伴う資料］
１．令和 6 年度公共事業設計単価表（鹿児島県土木部 令和 7 年 2 月 1 日付）

   上記図書に掲載されている単価等は、本図書が適用している刊行物の発刊号を参照すること。

２．価格刊行物：建設物価・積算資料（2025 年 2 月号）

３．令和 6 年度下水道用設計標準歩掛表  

４．令和 6 年度土木工事標準積算基準書（鹿児島県土木部）

５．令和 6 年度建設機械等損料算定表（鹿児島県土木部）         

６．建設発生土処分料金 0 円/m3(谷山第三地区土地区画整理事業内)

区  分   契 約 担 当

担当部署   鹿児島市 水道局 管財契約課 契約係

連 絡 先   ０９９－２１３－８５１１

担当者名   池田


